
印西都市計画

印西牧の原東地区地区計画

の原案説明会
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都市計画とは

都市計画とは

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地
利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画

○広域を対象とした計画

用途地域（市街化区域の用途や建築物の面積など）

高度地区（建築物の高さ制限）

都市計画道路（都市の骨格となる道路の位置など）

その他

○地区を対象とした計画

地区計画（地区の特性をいかしたまちづくり）
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地区計画とは

地区計画は、一体的に整備及び保全を図るべき地区について、

①道路・公園等の地区施設の配置及び規模に関する事項

②建築物の形態・用途・敷地等に関する事項

③その他土地の利用の制限に関する事項

のうち地区の状況に応じて、必要なものを選択し、一つの
計画として定め、この地区計画に沿って、開発行為、建築行
為等を誘導・規制することにより、地区の特性にふさわしい
良好な市街地の整備及び保全を図ろうとする都市計画です。
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地区計画の構成

〇地区計画の目標
・どのような目標に向かって地区のまちづくりを進めるか定める

○地区計画の方針
・地区計画の目標を実現するための方針を定める

①土地利用の方針

②地区施設の整備の方針

③建築物等の整備の方針 など

○地区整備計画
・地区のまちづくりの内容を具体的に定める

①建築物等の用途の制限

②建築物の敷地面積の最低限度

③壁面の位置の制限 など
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地区計画変更の理由

●児童数の増加による、印西市立原小学校及び印西市
立西の原中学校の過大規模校化

●地区計画区域内の未利用地

●成田空港機能強化に伴う就労人口の増加に対応する
ための住宅確保

●駅周辺、生活圏に隣接するデータセンター等の建設
による景観や騒音等への懸念
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地区計画の変更概要

名称：印西牧の原東地区地区計画

位置：次頁の予定区域図参照

面積：約３２．４ｈａ
（うち地区計画を変更する面積約１９．３ha）
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位置図（印西牧の原東地区地区計画）

印西牧の原駅
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印西牧の原東地区地区計画について

データセンター：可能
学校：不可
住宅：不可
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印西牧の原東地区地区計画について

複合施設地区

住宅地区については変更なし

データセンター：規制
住宅：許容

学校のみ可能

教育施設地区



新旧対照表（１枚目）
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新旧対照表（２枚目）
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新旧対照表（３枚目）
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新旧対照表（４枚目）
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義務教育学校の準備状況について

URL:https://www.city.inzai.lg.jp/0000021188.html

ここから
報告動画を視聴できます。

二次元コード



今後予定している都市計画決定等の手続き

地区計画（原案）説明会

地区計画の原案の縦覧
（２週間）

原案協議

地区計画の案の縦覧
（２週間）

印西市都市計画審議会

都市計画決定告示

千

葉

県

法定協議

事前調整
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条例化（市議会で議決）


